
※以下を参考に申請書のチェックボックスを記載してください。
※その際、証明書類等の提出は必要としません。

申請が遅れたことのやむを得ない理由の例

※診断年月日等から１か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由が
ある場合は、申請日から最大3か月の助成開始時期の遡りの対象となります。
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